
放
送
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
及
び
日
本
放
送
協
会
は
、
公
共
放
送
の
使
命
を
全
う
し
、
国
民
・
視
聴
者
の
信
頼
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
協
会
は
、
政
治
的
公
平
性
を
確
保
し
、
事
実
を
客
観
的
か
つ
正
確
、
公
平
・
公
正
に
伝
え
、
真
実
に
迫
る
た
め
の
最
善
の

努
力
を
不
断
に
行
う
と
と
も
に
、
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
多
く
の
角
度
か
ら
論
点
を
明
ら

か
に
す
る
な
ど
、
放
送
法
の
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
正
確
で
信
頼
で
き
る
、
社
会
の
基
本
的
な
情
報
を
発
信
す
る
と
と
も
に
、
近
年
深
刻
化
し
て
い
る
「
偽
情
報
・
誤

情
報
の
流
通
」
を
防
止
す
る
取
組
等
を
通
じ
て
、
健
全
な
民
主
主
義
の
発
達
に
資
す
る
と
い
う
放
送
の
社
会
的
使
命
を
果
た

す
こ
と
。 

 

二
、
政
府
は
、
日
本
国
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
表
現
の
自
由
、
放
送
法
に
定
め
る
放
送
の
自
律
性
を
尊
重
し
、
協
会
を
含
め
た
放

送
事
業
者
の
番
組
編
集
に
お
け
る
自
主
・
自
律
性
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
放
送
法
を
運
用
す
る
こ
と
。 

 

三
、
協
会
は
、
不
断
の
経
営
改
革
に
よ
り
、
で
き
る
限
り
早
期
に
赤
字
予
算
を
解
消
し
、
受
信
料
収
入
と
事
業
規
模
と
の
均
衡

を
確
保
す
る
こ
と
。 

な
お
、
事
業
支
出
の
削
減
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
・
視
聴
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
、
コ
ン
テ
ン

ツ
の
質
と
量
を
担
保
す
る
た
め
の
環
境
整
備
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
職
員
や
関
連
団
体
に
過
度
な
負
担
を
生
じ
さ
せ

な
い
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

令

和

七

年

四

月

一

日 

参

議

院

総

務

委

員

会 



四
、
協
会
は
、
公
共
放
送
の
存
在
意
義
及
び
受
信
料
制
度
に
対
す
る
国
民
・
視
聴
者
の
理
解
を
促
進
し
、
営
業
活
動
の
一
層
の

合
理
化
・
適
正
化
に
向
け
て
不
断
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
受
信
料
の
公
平
負
担
の
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
視
聴
者
数
の
減
少
を
見
据
え
、
受
信
料
の
在
り
方
を
含
め
、
協
会
の
運
営
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
の
基

本
的
な
考
え
方
を
早
期
に
提
示
す
る
こ
と
。 

 

五
、
協
会
は
、
経
営
委
員
会
及
び
理
事
会
等
に
お
け
る
意
思
決
定
過
程
等
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
経
営
委
員
会
及
び
理
事
会

の
議
事
録
を
始
め
、
放
送
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
文
書
等
に
つ
い
て
、
適
切
な
作
成
・
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
原
則

と
し
て
公
表
す
る
こ
と
。 

 

六
、
協
会
は
、
公
共
放
送
を
担
う
者
と
し
て
の
役
職
員
の
倫
理
観
を
高
め
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹

底
、
不
祥
事
の
再
発
防
止
策
の
確
実
な
実
施
等
を
組
織
一
体
と
な
っ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
不
祥
事
の
根
絶
に
努
め
る
こ
と
。 

ま
た
、
令
和
六
年
八
月
十
九
日
の
ラ
ジ
オ
国
際
放
送
に
お
い
て
、
協
会
が
自
ら
定
め
た
番
組
基
準
に
反
す
る
放
送
が
行
わ

れ
た
事
案
を
踏
ま
え
、
協
会
が
定
め
た
再
発
防
止
策
を
着
実
に
実
施
す
る
な
ど
、
放
送
の
適
正
性
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

七
、
協
会
は
、
経
営
改
革
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
の
雇
用
の
確
保
及
び
処
遇
の
改
善
に
十
分
配
慮
し
、
特
に
職
員
給
与
の
決
定

に
お
い
て
は
、
業
務
量
の
増
加
及
び
人
員
の
削
減
に
起
因
す
る
職
員
の
負
担
の
増
大
、
民
間
企
業
に
お
け
る
賃
金
や
物
価
高

騰
等
を
踏
ま
え
、
適
正
な
水
準
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
関
連
団
体
の
従
業
員
や
委
託
先
の
者
の
勤
務

条
件
の
向
上
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

八
、
協
会
は
、
協
会
の
不
十
分
な
労
務
管
理
に
よ
り
職
員
の
尊
い
生
命
が
失
わ
れ
た
事
実
を
厳
粛
に
受
け
止
め
、
協
会
の
業
務

に
携
わ
る
者
の
命
と
健
康
を
最
優
先
に
確
保
し
、
適
正
な
業
務
運
営
と
過
重
労
働
防
止
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
な
ど
の
労
働

環
境
の
改
善
に
全
力
で
取
り
組
む
と
と
も
に
、
障
が
い
者
の
雇
用
率
の
向
上
及
び
女
性
の
採
用
・
登
用
の
拡
大
に
つ
い
て
目

標
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
に
努
め
る
こ
と
。 

 



九
、
協
会
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
た
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
民
間
の
事
業
に
及
ぼ
す
影
響
に
留
意
し
つ
つ
、

引
き
続
き
正
確
で
信
頼
で
き
る
、
社
会
の
基
本
的
な
情
報
を
発
信
す
る
と
と
も
に
、
国
民
・
視
聴
者
の
ニ
ー
ズ
や
動
向
を
踏

ま
え
た
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
に
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
番
組
関
連
情
報
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
「
偽
情
報
・
誤
情
報
の
流

通
」
の
防
止
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。 

 

十
、
協
会
は
、
音
声
波
の
削
減
に
つ
い
て
は
、
災
害
時
に
お
け
る
情
報
提
供
手
段
と
し
て
の
高
い
有
用
性
が
あ
る
こ
と
、
ラ
ジ

オ
第
二
放
送
が
民
間
放
送
事
業
者
の
手
掛
け
に
く
い
教
育
・
教
養
番
組
の
放
送
を
多
面
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、

音
声
サ
ー
ビ
ス
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
改
編
・
提
供
す
る
の
か
、
早
期
に
国
民
・
視
聴
者
へ
示
す
こ
と
。 

 

十
一
、
協
会
は
、
自
然
災
害
に
よ
っ
て
放
送
が
途
絶
し
た
事
実
を
踏
ま
え
、
い
か
な
る
事
態
に
お
い
て
も
放
送
・
サ
ー
ビ
ス
が

継
続
さ
れ
、
正
確
な
情
報
が
国
民
・
視
聴
者
に
伝
達
さ
れ
る
よ
う
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
政
府
は
、
放
送
事
業
者
が
災
害
時
に
備
え
る
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

十
二
、
協
会
は
、
障
が
い
者
、
高
齢
者
及
び
外
国
人
が
、
十
分
な
情
報
ア
ク
セ
ス
機
会
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
当
該
視
聴
者
か

ら
の
要
望
を
十
分
に
踏
ま
え
、
「
人
に
や
さ
し
い
放
送
・
サ
ー
ビ
ス
」
の
一
層
の
充
実
等
を
図
る
こ
と
。 

 

十
三
、
協
会
は
、
放
送
セ
ン
タ
ー
の
建
設
計
画
の
抜
本
的
な
見
直
し
の
具
体
的
な
内
容
を
早
急
に
明
ら
か
に
し
、
国
民
・
視
聴

者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
説
明
を
尽
く
す
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


